
新型コロナウィルスに対する 

宮古島市からのメッセージ 

 

世界的に蔓延している新型コロナウィルスについては、今日まで治療薬がなく、対処療法し

かない状況です。 

宮古島市においては、現時点において新型コロナウィルスによる感染は発生しておりませ

んが、同ウィルス感染を防止するには、市民が冷静に行動することが重要です。そのための

基本的対処方針を国が示しており、その方針に基づき行動することにより、宮古島へのコロ

ナウィルスの侵入防止につながります。 

市民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 

 

◎ 宮古島市で新型コロナウィルスに感染しているかどうか

確認するにはどうしたらよいか 

・ 宮古島市における新型コロナウィルスに対する所管は沖縄県宮古保健所にあることから、

次のような症状がある場合宮古保健所内帰国者・接触者相談センター（TEL：0980-73-5074）

に、まず電話で相談し、その指導に従ってください。また、宮古保健所も問い合わせが多く

なっていますので、体調の変化や新型コロナウィルス感染症に関する心配なことがある場

合、沖縄県コールセンター（TEL:098-866-2129）も活用してください。 

 ➀ 風邪症状や解熱剤を飲み続けなければいけない 37.5 度以上の発熱が 4 日以上続いて

いる場合（高齢者等は２日間） 

 ② 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合。 

 

◎ 新型コロナウィルス感染症と診断された場合はどうした

らよいか 

・県の検査で陽性と判定された者に対しては、結果は主治医から本人に通知されますので、

その指示に従ってください。 

 

 

 



◎ 宮古島に来島する旅行者等についての市の対応はどうな

っているか 

・ まず、初期症状である発熱しているかどうかを判断することが重要であることから、県

に対し、宮古空港及び下地島空港にサーモグラフの早期設置を要請しています。 

・ このことについては、今後、国又は県から何らかの指導があった場合、速やかに市民に

その旨をお知らせします。 

・ 市は、来訪者が国内・国外・宮古圏域外からの入域を制止する法的根拠がないばかりで

なく、入域者に対し、入域を制限する権限もないことから、国や県の指導の下で対処するこ

とになります。 

・国や県も不要不急の外出の自粛を要請している中、体調の悪い方は来島を控えて頂くよう

お願いします。 

・ 現段階で入域者に対しては、感染防止のためのマスクの着用、手洗いの励行等を促して

います。 

・ 来島後の集会等は、できるだけ少人数で行い、感染の未然防止にご協力くださるようお

願いします。 

 

◎ 宮古島市の対応について 

・ 令和 2 年 3 月 30 日に宮古島市新型インフルエンザ等対策連絡会議を開催し、行動計画

に基づく関係各課の役割分担の確認を行っています。今後、県からの要請、指導に対し速応

できる体制を構築しています。 

・ 市に対する相談は、感染対策・健康に関しては、生活環境部 健康増進課（TEL0980-73-

1978）まで、中小企業の支援に関しては、観光商工部 観光商工課（TEL:0980-73-2690）

ですので、電話または直接ご相談ください。 

 

◎ 当面の保育園、高齢者施設の対応について 

・ 保育園等について 

 ➀ 通常通りの開園とします。 

 ② 保育園等の登園にあたっては、登園前に検温し、保護者はその健康状況について把握

し、園児に 37.5 度以上の発熱、または風邪症状があった場合は、登園を控え、家で静

養させてください。 

  

・ 高齢者介護予防事業及び介護事業所について 

 ① 市が実施・委託している高齢者介護予防事業については、感染予防に注意し通常通り



実施していきます。 

 ② 発熱や風邪症状のある方は、事業の利用を控え、自宅で静養してください。 

 ③ 介護事業所については、現在、利用者の発熱時の注意や、施設の感染対策についてア

ンケートを実施中です。指導や助言を必要とする事業所については、感染対策について

指導をしていきます。介護事業の従事者は、特にご自身の感染予防に注意し、発熱等が

ある場合は就業を控えてください。 
 

◎ 当面の宮古島市教育委員会の対応について 

・ 幼稚園・小・中学校について 

 ➀ 通常通りの新学期の開始とします。 

 ② 児童・生徒に対し登校前に検温し、保護者はその健康状況について把握し、発熱があ

る場合は登校を控え、家で静養させてください。 

 ③ 急ぎ必要な場合を除いた外出や、旅行等は控えてください。 

 ④ 学校行事等は規模を縮小して行います。 

・ 未来創造センター（図書館・公民館）、各地区公民館、博物館、マティダ市民劇場、スポ

ーツ施設等について 

 ① 教育委員会主催の行事は全て中止とします。 

 ② 各団体主催のイベント等についても自粛をお願いいたします。 

 

◎ 市民へのお願い 

※市民に対しては、感染予防の基本である手洗い、うがいと、咳エチケットを引き続きお願

いします。また、急ぎ必要な集会を除き、集会・宴会または多人数が集まるイベント等につ

いては、延期又は中止をお願いします。併せて酒席でのオトーリも自粛してくださるようお

願いします。 


